
仕　様　書
１　業務名

令和８年度女性活躍環境構築プログラム委託業務
２　事業目的
多様性と活力に富んだ社会を実現するためには、性別にかかわらず誰もが平等に尊重され、自らの存在に誇りを持ち、心豊かな人生を送ることができる社会づくりが必要である。

本事業は、以下の三層に対して段階的・体系的な支援を行う。

・企業経営者・人事担当者

・働いている若手の女性

・再就職（起業を含む）を希望する女性

これにより、女性が自分らしいライフスタイルを見つけ、自己肯定感や意欲を高め、自らの可能性を引き出し、それぞれが望む形で働く場での活躍と自己実現につなげることで、活力ある社会の構築に貢献するものである。
３　委託業務の実施期間 
契約の日から令和９年１月３１日まで 
４　委託業務内容
（１）セミナーの企画・立案及び開催
企業経営者・人事担当者、働いている若手の女性、再就職（起業を含む）を希望する女性の三層に向けたセミナーを実施すること。各セミナーは以下のとおりとする。
　（ア）企業経営者・人事担当者向けセミナー

	対象者
	企業の経営者・人事担当者

	定員
	各回30名程度

	開催回数
	3回以上

	開催時期
	令和8年8月～12月

	開催方法
	対面またはオンライン（ハイブリッド形式を含む）

	内容（案）
	①職場環境づくりセミナー

・女性活躍推進に向けた職場環境の整備
　例）女性活躍推進法等に関する基礎知識
えるぼし認証申請ポイント説明
・就業規則等の見直し支援
　例）労働基準法に基づく就業規則の整備
育児休業・短時間勤務制度の反映
②従業員の健康課題対策セミナー
・女性の健康課題への認識と対応
③男性管理職向けセミナー
・アンコンシャスバイアスの解消と育成
・ダイバーシティ・マネジメントの推進

	その他
	女性活躍に関する県事業（セミナー、女性活躍応援県おおいた認証企
業認証制度、女性のキャリア形成支援事業、大分県おおいたキャリエ
ール認証企業応援補助金等）等の活用に向けた工夫をすること


（イ）働いている若手の女性向けセミナーの開催
	対象者
	働いている若手の女性（20～30代を想定）

	定員
	各回30名程度

	開催回数
	3回以上

	開催時期
	令和8年8月～12月

	開催方法
	対面またはオンライン（ハイブリッド形式を含む）

	内容（案）
	①女性デジタル人材育成セミナー
・DX推進、SNS活用等、デジタルスキルの取得支援
②キャリアデザインセミナー
・産休等のライフイベントによるキャリアの中断を前提とした早期のキャリアプラン形成支援
③健康対策セミナー
・女性特有の健康課題への理解と、セルフケア・ヘルスケアへの意識向上支援

	その他
	受講者の質問や個別相談対応等、受講者へのサポートを十分に行うこと


（ウ）再就職（起業を含む）を希望する女性向けセミナーの開催
	対象者
	主に結婚、出産、育児、介護などの理由で離職し、再就職（起業を含む）を希望する女性

	定員
	各回20名程度

	開催回数
	2回以上

	開催時期
	令和8年8月～12月

	開催方法
	対面またはオンライン（ハイブリッド形式を含む）
※交流会は対面とする

	内容（案）

	①キャリアと自信の再構築セミナー
・ブランク期間の価値化、強み発見、ライフキャリア設計、アクション計画作成等への支援
②女性のための資金、制度活用セミナー
・人生目標を実現する資金計画や、再就職・起業に活用できる制度の紹介と活用方法の習得支援
③交流会
・再就職（起業を含む）者、企業採用担当者等との交流と情報交換の場
・ロールモデルとなる再就職（起業を含む）者等からの事例紹介

	その他
	・受講者の質問や個別相談対応等、受講者へのサポートを十分に行うこと
・交流会はセミナーとの併催、または単独開催でも可とする。

	託児
	受講者は大分県消費生活・男女共同参画プラザ（以下、アイネス）で実施している無料託児サービス（詳細は以下のとおり）を利用可能とする。

・対象年齢：満１歳以上～就学前（定員5名）
・利用可能日時：月～金曜日　9：30～16：30
なお、利用する場合は、早めに県に相談し調整すること。

アイネスの託児サービスの定員を超える申込があった場合や、乳幼児（生後6か月以上1歳未満）の託児対応が必要な場合は、受講会場に託児スペースを設ける等、受講者が参加しやすい工夫を行うこと。

アイネス以外の託児サービス利用に伴う費用は受託者の負担とする。

安全面に細心の注意を払い、乳幼児１名に対し１名が対応すること。子どもたちを保育するため、安全に業務を履行している適正な有資格者等を配置し、保険の加入等、安全対策の確立ができる体制を整えること。


以下、上記セミナーの共通事項

・本仕様書で示すセミナー内容（案）以外に、本事業の目的を達成するために、より

  効果的と考えるセミナー内容があれば、その理由とともに提案すること。
・提案するセミナー内容に対応する想定講師を併せて提案すること。
・提案されたセミナー内容及び講師については、県と協議のうえ決定すること。　
（４）目標の設定

・本業務の目標項目、目標値は以下のとおりであるが、本業務の目的を達成するうえで、より最適な目標項目等があれば提案すること。

	目標項目
	セミナー受講者数
	アンケートにおけるセミナーの満足度

	目標値
	・企業の経営者・人事担当者向けセミナー：各回30名程度
・働いている若手の女性向けセミナー：各回30名程度
・再就職（起業を含む）を希望する女性向けセミナー：各回20名程度
	「とても良かった」「良かった」の回答率90％/回


・目標達成の進捗については、定期的に報告すること。報告の頻度については、事業者と県とで協議の上決定する。
・設定した目標値を達成した場合においても、事業効果の最大化を目指して業務を継続し、効果的な運用に努めること。

・目標を達成するために行った取組についても、実績報告書での報告をすること。
（５）開催場所
対面開催の場合は、大分市（民間、公営施設含む）とする。会場使用料は、受託者の負担とする。なお、会場としてアイネスの会議室（大分市東春日町1-1）を使用する場合は、会場使用料は発生しない。ただし、その場合は県が会場の手配を行うため、利用日程等について、早めに県に相談すること。日程及び会場については、受託者と県で別途調整のうえ最終決定する。
（６）開催日、時間
事前の県との協議や広報、参加者募集にかける時間を十分考慮し、開催日を決定すること。1回の講座につき2時間～2時間半程度を目安に実施すること。
（７）受講料
講座の受講料は無料とする
（８）広報、参加者の募集、申込受付、問合せ対応
チラシやSNS等を活用し、参加者が十分集まるよう効果的に広報を行うこと。ただし、広報に伴う制作物については、県と協議の上決定すること。
（９）セミナーに必要な資料の作成
セミナーに必要な資料等（投影スライド、参加者名簿、アンケート様式等）は、県と事前協議を行った上で準備し、開催日前までに県へ共有すること。
（１０）会場準備
会場の設営、オンライン開催の場合はネット環境の整備等、セミナー開催の準備及び受付、片付けを行うこと。
（１１）アンケート調査の実施、集計
本事業の効果測定のため、参加者の了解を得たうえでアンケート調査を行い、その結果をとりまとめ、県へ報告すること。
（１２）実施報告書の作成
セミナーの写真、セミナー受講による効果等についてまとめた報告書を作成し県に提出すること。
（１３）その他講座等運営に関する一切
業務の遂行に関しては、委託業務の責任者を選任し、県との連絡調整を綿密に行うとともに、事業の進捗を管理し、取組状況等県の求めに応じて報告すること。
５　その他業務実施上の条件
（１）関係法令の順守
受託者は、関係法令を遵守すること。
（２）守秘義務
受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
（３）本業務に基づく制作物に関する著作権及び使用権は、すべて県に帰属するものとし、無断で公表・譲渡・貸与または、使用してはならない。
（４）本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、県と十分協議すること。
（５）その他、本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議のうえ決定すること。
